
 

 
生後６ヶ月から小学校入学前のお子さんを同伴する観覧者等のために、託児室を設けます。託児室の使

用にあたっては以下の決まりを守ってください。 
 
《お預かりできるお子さん》 
生後６ヶ月～小学校入学前までの年齢で、事前に別紙申込書により申し込みを行っているお子さんに限

ります。ただし、当日に罹患または病気の回復期で服薬しているなどの場合は、原則としてお預かりでき

ません。 
 
《スタッフについて》 
 原則として、乳幼児２人につき１人以上のスタッフを配置いたします。 
※ 託児スタッフは、保育士、看護師、幼稚園教諭、または全国ベビーシッター協会等より認定を受

けているベビーシッター等の有資格者が、必ず１人以上含まれることになっておりますが、イベント

託児専門の方ではない場合もありますので、ご了承ください。 
 
《託児室について》 
託児室は、原則として美術館２階講義室を利用しますので、予約時間にお越しください。 
※ 託児に適した安全で衛生的な部屋を準備するよう心がけておりますが、臨時施設のため限界があ

ることにご留意ください。 
 
《託児時間》 
 原則、託児サービス開設時間内で、保護者が受付時に申し込んだ託児時間とします。必ず時間内にお子 
さんをお迎えに来られるようお願いします。 

 
《託児にかかる物品の用意》 
託児を行う際に必要な物品のうち、以下のものについては保護者のほうでご用意いただき、当日、受付 
の際に託児スタッフにお預けください。 
 ※ 持ち物には必ず「お名前」をご記入願います。お名前の記入がない物については、責任を負いか

ねますので、ご注意ください。 
※ お子さんの持ち物から発生するゴミ（紙おむつなど）は、原則としてお持ち帰りいただきますの

でご承知おきください。 
 

■当日、ご用意いただく物 
○ 飲み物（粉ミルク、または、お茶、ジュースなど） 
※ 粉ミルクは、１回分ずつ分包パックされた物をご用意ください。 
※ 食物アレルギーなど万一のことを考えて、お子さんのお口に入るものは、原則、保護者の 
方からお預かりした物のみですので、必ず各自でご用意ください。食物アレルギーのある 
お子さんは、事前の申し込み時に、必ずお知らせください。 

○ 使用できる状態のほ乳瓶 
○ 紙おむつ 
○ 使い捨てのお尻ふき 
○ 着替え 
○ タオル 
○ 汚れ物やゴミを入れるビニール袋 
 ※上記の品物については、「託児時間中、お子さんに必要（お子さんが使用する）と思われる分 
量」を保護者が考え、必要な分量を持参してください。 
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【参 考】 
■ 託児室に用意するもの 
調乳に使用するお湯を入れる電気ポット、おもちゃ、絵本等、ティッシュペーパー、昼寝用ベビ 
ー布団など。 
  

《保 険》 
万が一の事故等に対しては、託児団体が加入する「ベビーシッター総合保険」の範囲内で、お預かり

するお子さんに対し保障されるように手配されておりますが、それ以上の責任は負いかねますので、ご

承知おきください。 
 
《託児料》 
  無料です。 
 
《当日にご注意いただくこと》 
■ 受付の際に、別途お送りする「託児予約完了通知書」を提出していただくことにしておりますの

で、必ずご持参ください。 
■ 受付の際に、保護者の方には「お子さんのお引き渡し証」をお渡しします。これは、お子さんを 
迎えにこられた際、お引渡しの確認をさせていただくために利用しますので、失くさないようにし

てください。また、迎えに来られる方は必ず受付された方がお越し下さるようにお願いいたします。

（それ以外の方にはお子さんをお渡ししませんのでご注意下さい。） 
■ イベントの途中で、一旦帰宅せざるをえなくなった場合は、利用時間内であっても、お子さんを 
連れて帰宅するようにしてください。 
■ 託児中にお子さんの体調が悪くなった場合等は、ご鑑賞中であってもご連絡させていただきます 
ので、速やかにお迎えをお願いします。 
■ 不測の事態に対しては、保護者が迅速に対応することを前提としておりますので、託児中の会場 
外への外出はしないようお願いいたします。 

 
《個人情報の取り扱いについて》 
お申し込みに当たり、ご利用者からいただきます個人情報は、託児サービス事業を円滑に実施する目

的以外には一切利用いたしません。また、これらの取り扱いについては、厳重な注意を払い安全管理に

努めます。 
 
《託児のキャンセルについて》 
ご鑑賞できなくなった場合、または託児が必要ではなくなった場合は、必ず下記までお電話くだ

さい。 
（美術館 託児サービス担当  電話：８６６－８０００） 
 
 
 
 
 
                   

 

〒７８１－８１２３ 

 高知市高須３５３番地２ 

   高知県立美術館 

ＴＥＬ ０８８－８６６－８０００ 

ＦＡＸ ０８８－８６６－８００８ 

                 

 
 
 

 



 
 
          

        高知県立美術館託児申込書     NO  ※ 

 
託児日時：平成  年  月  日    ：   ～  ：  ご利用の日時をご記入ください 
 
■ 申込期限：平成  年  月  日（ ）必着 
■ 申込先：高知県立美術館 託児サービス担当あて 
■ 一家族で複数のお子さんの託児を申し込まれる際は、お子さんごとに作成してください。 

うえのNO 欄には、何も書かないでください。 
（ふりがな） 
申込(保護)者氏名 

 

 
 
 

 
住 所 

 

〒      

 
電話番号 

 

自 宅：                
勤務先：              

携 帯：                
 

お子さんの 
名前・性別 

ふりがな 

                     性別： 男・女 
 

お子さんの年齢 生年月日：平成  年  月  日（年齢   歳  ヶ月） 

 
 
 

排   泄 
○をつけて下さい。→ 

◎ 尿（おしっこ） 
（   ）自分でできる →（ ）オマルを使う （ ）トイレでできる 
（   ）介助が必要 →（ ）拭くとき （ ）衣類の着脱 
（   ）紙おむつを使用する 
◎ 便（うんち） 
（   ）自分でできる →（ ）オマルを使う （ ）トイレでできる 
（   ）介助が必要 →（ ）拭く時 （ ）衣類の着脱の時 
（   ）紙おむつを使用する 

 
アレルギーの有無 

有・無（有る場合は具体的にご記入ください） 
 
 
 

 
託児サービス利用案内に従い、託児を申し込みます。 

申込(保護)者：              (←申込のサインをお願いします) 

 


